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平成２４年度決算健全化判断比率等について 

 

１ 概  要 

 

 健全化判断比率は、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、毎

年度「実質赤字比率」、「連結実質赤字比率」、「実質公債費比率」、「将来負担比

率」の４つの指標を算定し、監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表

することとされています。 

 これらの指標をもとに、地方公共団体を「健全段階」、「早期健全化段階」、「再

生段階」に区分して、早期健全化段階では、議会の議決を経て財政健全化計画

を定め、再生段階では、議会の議決と国等の協議を経て財政再生計画を定める

ことが義務付けられています。また、財政再生団体となった場合には、地方債

の発行が制限されます。 

 なお、資金不足比率は、公営企業ごとに算定を行い、健全化判断比率と同様

に、経営健全化基準を超えた場合は、経営健全化計画の策定等が義務付けられ

ます。 

 これらの指標は、一般会計のほか公営企業、一部事務組合、土地開発公社、

第三セクター等の経営状況等も含めた、地方公共団体全体の財政状況を総合的

に診断するものとなっており、指標の公表は平成19年度決算から行っています。 

 

 本市の 24 年度決算における各指標は、いずれも早期健全化基準または経営健

全化基準を超えるものはなく、健全な状態です。 

 ただし、一般会計、下水道事業会計、病院事業会計（伊那中央行政組合）な

どで地方債の残高が多く、実質公債費比率、将来負担比率は県内 19 市と比較し

て高い水準にあります。平成 22 年 11 月に策定した財政健全化プログラムによ

り、各指数は逓減していく見込みですが、今後もプログラムに沿って、歳入の

確保と歳出の削減に確実に取り組んでいく必要があります。 
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２ 伊那市の指標及び説明 

 

健全化判断比率                       （単位：％） 指標名 伊那市 早期健全化基   準 財政再生 基  準 指標の説明 実質赤字比率 － 12.45 20.00  一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率 連 結 実 質 赤 字 比 率 － 17.45 30.00  全会計を対象とした実質赤字（又は資金不足額）の標準財政規模に対する比率 実質公債費 比 率 15.1 25.0 35.0  一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金（公営企業、一部事務組合への支出のうち公債費相当分）の標準財政規模に対する比率 将来負担比率 101.2 350.0   一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率 
 

資金不足比率                        （単位：％） 指標名 伊那市 経営健全化基   準 指標の説明 簡易水道事業 特 別 会 計 － 20.0 上 水 道 事 業 会 計 － 20.0 下 水 道 事 業 会 計 － 20.0 自動車運送 事 業 会 計 － 20.0 
 資金の不足額の事業規模に対する比率  資金の不足額は、一般会計等の実質赤字額に相当するものとして公営企業ごとに算定した額であり、事業の規模は、料金収入など主たる営業活動から生じる収益等に相当する額 

 



実質公債費比率（Ｈ２７目標値：１５．２、Ｈ３５目標値：１４．４）22.021.0 20.8● 19.920.0 ● 19.5● 19.019.0 ●18.0 ↑ ●17.617.0 ●16.0 16.315.1　15.7 ●15.0 ■◆ 15.114.0 13.4 13.2◆ ◆13.0 12.812.3 ◆■ 12.012.0 11.8 ◆■ 11.2■ 11.211.0 ◆10.5■ 10.210.0 9.9 ◆■H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24将来負担比率（Ｈ２７目標値：１０１.７　Ｈ３５目標値：６４．９）200.0 197.3▲190.0 180.4180.0 ▲170.0 162.2160.0 ▲150.0140.0130.0 125.8▲120.0 115.2110.4 ▲110.0 ■ 100.9 ▲100.0 ■ 92.8 101.291.4 90.2 ■90.0 ◆ ◆ 85.6◆ 79.780.0 ■69.7 69.270.0 ◆ ■60.860.0 ◆ 56.0◆H19 H20 H21 H22 H23 H24

健全化判断比率の推移

実質公債費比率（３年平均）がこのライン（18.0）を超えると、起債に県知事の許可が必要

（公表数値　114.2）

実質公債費比率（３年平均）

（注）　将来負担比率は、H19年度から算出が制度化されました。　H19年度の将来負担比率は「114.2」として発表しましたが、H20年度分の算出の際に、この算出方法を一部変更しました。　この表では比較のため、H19年度分の将来負担比率を、H20年度と同一の算出方法で試算した数値としています。

■全国市区町村平均
H18:H23 比較　　△21.6％

H18:H23 比較　　△34.4％

H19:H23 比較　　△41.6％
H19:H23 比較　　△37.3％

◆県内１９市平均 H18:H24 比較　　△27.4％
H18:H24 比較　　△35.0％

■全国市区町村平均
◆県内１９市平均

H19:H24 比較　　△48.7％
H19:H24 比較　　△38.7％- ３ -



市町村名１　財政規模
3,899,354 16,408,121

3,926,516 16,157,606

4,110,668 16,395,168２　実質公債費比率
9.6 6.7 4.1 1.8 0.8 0.0

8.3 7.0 4.3 2.0 0.8 0.0

7.7 6.3 3.8 1.8 0.7 0.0

8.5 6.7 4.1 1.9 0.8 0.0３　公債費の状況
3,899,354 2,667,448 4,064,665 2,497,355 1,567,310 2,502,137 1,401,999 1,100,138

3,926,516 2,471,755 3,888,530 2,554,291 1,334,239 2,509,741 1,372,225 1,137,516

4,110,668 2,296,264 4,004,711 2,745,010 1,259,701 2,402,221 1,365,658 1,036,563

実質公債費比率に関する調書（総括表）

伊那市年度 標準税収入額等の計 算 入 公 債 費（交付税措置額） 算入公債費を除いた標準税収入額等
22年度 20,307,47523年度 20,084,12224年度 20,505,836年度 実質公債費比率 実質公債費比率のうち元利償還金に係る率 実質公債費比率のうち準元利償還金に係る率 実質公債費比率のうち準元利償還金に係る率の内訳公営企業等繰出金等 一部事務組合負担金等 債務負担行為 一時借入金利子
22年度 16.323年度 15.324年度 14.0

平均 15.1年度 地方債の償還等に要した経費 内訳元利償還金 準元利償還金償還金等の総額 算入公債費 実負担 元利償還金 元利償還金に係る算入公債費 元利償還金に係る実負担 準元利償還金 準元利償還金に係る算入公債費 準元利償還金に係る実負担
24年度 6,406,932

22年度 6,566,80223年度 6,398,271

- ４ -



実質公債費比率を構成する要素の推移公営企業等 一部事務組合 債務負担行為 一時借入金 計H18 20.8 13.4 2.2 2.9 2.3 0.0 7.4H19 19.9 13.2 1.8 2.8 2.1 0.0 6.7H20 19.5 13.4 1.7 2.4 2.0 0.0 6.1H21 19.0 13.3 1.9 1.9 1.9 0.0 5.7H22 17.6 11.7 2.7 1.7 1.5 0.0 5.9H23 16.3 10.0 3.4 1.8 1.1 0.0 6.3H24 15.1 8.5 4.0 1.8 0.8 0.0 6.6
準元利償還金に係る率実質公債費比率 元利償還に係る率

実質公債費比率の構成推移
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- ５ -



Ver.24.00 団体名将来負担額 （単位：千円）地方道路公社 土地開発公社 第三セクター等32,772,539 470,071 31,752,727 8,631,722 7,268,802 84,823 0 84,823 0 0 0（分母比） 200 3 194 53 44 1 1充当可能財源等 （単位：千円）うち都市計画税7,571,163 4,133,813 3,538,453 52,676,507（分母比） 46 25 22 321
494 393 101
125 25 100

長野県伊那市
地方債の現在高 債務負担行為に基づく支出予定額 公営企業債等繰入見込額 組合負担等見込額 退職手当負担見込額 設立法人の負債額等負担見込額 連結実質赤字額 組合連結実質赤字額負担見込額
充当可能基金 充当可能特定歳入 基準財政需要額算入見込額

将来負担額　A 充当可能財源等　Ｂ Ａ　－　Ｂ80,980,684 64,381,483 16,599,201
20,505,836 4,110,668 16,395,168

将来負担比率　（％）101.2標準財政規模　Ｃ 算入公債費等の額　Ｄ Ｃ　－　Ｄ―

総括表④　将来負担比率の状況 （平成24年度決算）

―

＝ ＝

- ６ -



将来負担比率を構成する要素の推移【負担項目】地方債 公営企業 一部事務組合 退職手当 債務負担 設立法人H19 252 236 66 48 11 4H20 244 222 66 47 8 2H21 227 207 62 46 6 1H22 216 182 57 43 5 2H23 210 189 55 45 4 0H24 200 194 53 44 3 1【控除項目】基準財政需要額 特定歳入 充当可能基金H19 -342 -43 -34H20 -336 -38 -34H21 -323 -30 -34H22 -319 -25 -36H23 -321 -25 -41H24 -321 -25 -46 125.8115.2101.2
将来負担比率197.3180.4162.2

将来負担比率構成要素の推移
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将来負担比率の内容 

 

（１）将来負担額 

 

① 地方債現在高  32,772,539 千円 

一般会計等の平成 25 年３月 31 日現在の地方債現在高 

 

② 債務負担行為に基づく支出予定額  470,071 千円 

ア 農道開設地元借入金償還補助          167,449 千円 

イ 上伊那福祉協会老人ホーム・大萱の里償還負担金 297,772 千円 

ウ 児童養護施設「たかずやの里」下水道接続補助金    4,850 千円 

 

③ 公営企業債等繰入見込額  31,752,727 千円 

公営企業の地方債残高のうち、一般会計が繰り入れる見込みの金額 

  ア 水道事業会計            226,822 千円 

イ 下水道事業会計        30,574,164 千円 

ウ 簡易水道事業会計         857,003 千円 

エ 国民健康保険直営診療所特別会計  86,070 千円 

オ 介護サービス事業特別会計      8,668 千円 

 

④ 組合等負担等見込額  8,631,722 千円 

広域連合、一部事務組合の地方債残高のうち、一般会計が繰り入れる見

込の金額 

  ア 上伊那広域連合          508,520 千円 

イ 伊那中央行政組合        7,906,526 千円 

ウ 伊那消防組合            11,716 千円 

エ 長野県上伊那広域水道用水企業団  204,190 千円 

オ 伊北環境行政組合           770 千円 

 

⑤ 退職手当負担見込額  7,268,802 千円 

職員（一般職、特別職）が、一斉に退職した場合に支払うべき退職手当

の見込額（公営企業会計対象職員を除く。） 

  【対象職員】  特別職 5 名  一般職 732 名 

 

⑥ 設立法人の負債額等負担見込額 

ア 土地開発公社  84,823 千円 
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土地開発公社の負債総額（保有土地、借入金等）から、一般会計等が 

買い戻す土地の取得価額及び販売予定土地の取得価額又は時価評価額等

を差し引いた金額 

 

（２）充当可能財源等 

 

① 充当可能基金  7,571,163 千円 

  一般会計及び特別会計（企業会計を除く。）の基金残高 

 

② 充当可能特定歳入 4,133,813 千円 

  都市計画税、住宅使用料など、地方債の償還等に充当すると見込まれる

金額 

 

③ 基準財政需要額算入見込額  52,676,507 千円 

  公債費等の将来負担額のうち、普通交付税の算定において基準財政需要

額に算入されると見込まれる金額 

 

 

 

※平成２４年度に実施した主な財政健全化策 

○ 市中銀行への繰上償還による公債費残高の減及び利子支払額の減 

   428,860 千円（任意の繰上償還） 

○ 基金への積み立て（主なもの） 

   410,000 千円（財政調整基金：決算見込み等により） 

   200,000 千円（減債基金：決算見込み等により） 

   316,782 千円（職員退職手当基金：6 億円ルールにより） 

   200,000 千円（ごみ処理施設整備基金）     など  

  1,126,782 千円（合計：いずれも利子分を除く） 

○ 臨時財政対策債の限度額以下の借入による起債額の削減 

   1,566,100 千円（平成 24 年度臨財債借入限度額） 

   1,400,000 千円（平成 24 年度臨財債借入額）    

    166,100 千円（差引） 


